
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
　
月
　
日（
勤
労
感
謝
の
日
）＝
収

11

23

集
し
ま
す
。

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
道
路
交
通
法
の
改
正
で
罰
則
が
強
化

　
飲
酒
運
転
に
対
す
る
運
転
者
の
罰

則
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
飲

酒
運
転
者
の
周
辺
者
に
対
し
、
次
の

罰
則
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
▽
車
両
提

供
の
禁
止
▽
酒
類
提
供
の
禁
止
▽
要

求
・
依
頼
し
て
の
同
乗
禁
止
　
※
詳

し
く
は
最
寄
り
の
警
察
署
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

エ
ア
コ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
が
値

下
げ
さ
れ
ま
し
た

　
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
一

部
家
電
メ
ー
カ
ー
の
、
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
が
値
下
げ
さ
れ
ま
し
た
▽
三
協
、

吉
井
電
機
、
メ
ー
カ
ー
不
明
分
＝
四

千
七
百
十
四
円
額
四
千
百
八
十
九
円

▽
ヤ
ン
マ
ー
、
右
記
以
外
の
メ
ー

カ
ー
＝
三
千
六
百
七
十
五
円
額
三
千

百
五
十
円
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
　
月
は
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間

11　
建
設
事
業
主
を
は
じ
め
関
係
者
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
　
ス
ロ
ー
ガ
ン

＝
「
明
る
い
職
場
　
誇
れ
る
仕
事
　

建
設
雇
用
改
善
」

冗
長
崎
労
働
局
職
業
対
策
課

緯
0
9
5
・
8
0
1
・
0
0
4
2

　
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
6
期
分

11の
納
付
月
で
す

　
国
保
税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保

険
証
の
有
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合

や
、
診
療
費
を
一
時
的
に
全
額（
　10

割
）自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
が

な
く
、
便
利
な
口
座
振
替
や
納
税
組

合
の
ご
利
用
を
　
※
納
税
組
合
の
加

入
方
法
な
ど
は
、
納
税
課
へ
お
尋
ね

を
。

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

　
平
成
　
年
中
の
国
民
年
金
保
険
料

19

納
付
額
を
証
明
す
る
控
除
証
明
書
が
、

　
月
上
旬
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付

11さ
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告

の
際
、
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
必
要
で
す
。　
※
平

成
　
年
　
月
1
日
以
降
に
初
め
て
保

19

10

険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、
来
年
2

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

冗
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34
老
人
医
療
対
象
者
の
高
額
医
療
費
支

給
申
請
手
続
き

　
ひ
と
月
の
自
己
負
担
限
度
額
（
所

得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
を
超
え
て

一
部
負
担
金
を
支
払
っ
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
一
度
申
請
す
る
と
翌
月
以
降

の
申
請
は
不
要
と
な
り
、
該
当
し
た

場
合
は
そ
の
都
度
指
定
口
座
に
振
り

込
ま
れ
ま
す
　
手
続
き
＝
保
険
証
、

老
人
医
療
受
給
者
証
、
本
人
名
義
の

通
帳（
郵
便
局
を
除
く
）、
認
め
印（
申

請
は
個
人
ご
と
の
た
め
、
複
数
人
を

同
一
口
座
に
振
り
込
む
場
合
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
印
鑑
が
必
要
）
を

持
参
し
て
、
国
民
健
康
保
険
課
か
各

支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
へ
　
※
非

課
税
世
帯
で
、
併
せ
て
入
院
時
食
事

代
の
差
額
支
給
申
請
を
す
る
人
は
領

収
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

人
間
ド
ッ
ク
で
体
の
チ
ェ
ッ
ク
を

　
内
容
＝
短
期
（
半
日
）
人
間
ド
ッ

ク
　
対
象
＝
老
人
医
療
受
給
者
を
除

く
　
歳
以
上
の
本
市
国
保
加
入
者
　

30
受
診
場
所
＝
市
内
の
各
指
定
医
療
機

関
　
自
己
負
担
金
＝
八
千
円
　
定
員

＝
5
0
0
人
　
受
け
付
け
＝
国
民
健

康
保
険
課
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン

16

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

括

タ
ー

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

平
成
　
年
度
の
年
末
調
整
説
明
会

19

　
と
き
＝
　
月
　
日
　
時
　
分
～
　

11

20

13

30

15

時
　
分
　
と
こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A

30
S
E
B
O

冗
佐
世
保
税
務
署

緯
　
・
2
1
6
5

22
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施

　
市
税
の
未
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
動
産
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
公
売
し
ま
す
　
公
売
参
加
申

込
期
間
＝
　
月
　
日
　
時
～
　
日
　

11

15

13

29

17

時
　
入
札
期
間
＝
　
月
4
日
　
時
～

12

13

6
日
　
時
　
※
詳
し
く
は
、　
月
　

15

11

15

日
ご
ろ
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

冗
市
役
所
納
税
課

地
価
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　
と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階
行
政
資
料

閲
覧
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、
各
行
政

セ
ン
タ
ー
、
市
立
図
書
館
　
内
容
＝

①
公
示
価
格
（
地
価
公
示
法
に
よ
り

国
土
交
通
省
が
1
月
1
日
現
在
で
調

べ
、
3
月
末
に
公
示
し
た
も
の
）　
②

標
準
価
格
（
国
土
利
用
計
画
法
に
よ

り
県
知
事
が
7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

9
月
末
に
告
示
し
た
も
の
）　
※
市

内
の
土
地
利
用
現
況
別
に
約
百
三
十

カ
所
を
選
び
、
不
動
産
鑑
定
士
の
評

価
を
基
に
1
釈
当
た
り
の
価
格
で
表

示
し
て
い
ま
す
。

冗
市
役
所
財
産
管
理
課

市
有
地
を
公
売
し
ま
す

　
場
所
＝
サ
ン
ヒ
ル
ズ
石
坂
団
地
内

1
区
画
、
美
崎
が
丘
団
地
（
大
潟
町
）

内
4
区
画
、
福
石
中
学
校
裏
造
成
地

5
区
画
、
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
区

域
（
三
浦
町
）
内
1
区
画
　
公
売
方

法
＝
一
般
競
争
入
札
　
申
し
込
み
方

法
＝
　
月
　
日
正
午
ま
で
に
入
札
参

11

29

加
申
込
書
、
身
元
証
明
書（
法
人
の
場

合
は
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
）、
印
鑑

証
明
書
を
財
産
管
理
課
へ
　
入
札
日

時
＝
　
月
　
日
　
時
　
※
詳
し
く
は

11

30

10

お
尋
ね
を
。

冗
市
役
所
財
産
管
理
課

狩
猟
解
禁
中
の
山
歩
き
な
ど
に
ご
注

意
を

　
山
野
な
ど
（
鳥
獣
保
護
区
域
等
の

規
制
区
域
、
人
家
の
あ
る
場
所
、
公

園
等
を
除
く
）
で
狩
猟
が
解
禁
さ
れ

ま
す
　
解
禁
期
間
＝
　
月
　
日
～
来

11

15

年
2
月
　
日
（
イ
ノ
シ
シ
の
狩
猟
は

15

3
月
　
日
ま
で
）　
※
山
歩
き
や
田

15

畑
な
ど
で
の
作
業
の
と
き
は
、
目
立

つ
服
装
に
す
る
な
ど
し
て
、
自
分
の

存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ
う
心
掛

け
て
く
だ
さ
い
。

冗
県
北
振
興
局
総
務
企
画
課

緯
　
・
4
2
1
1

23
平
成
　
年
新
年
交
歓
会

20

　
と
き
＝
1
月
4
日
　
時
　
と
こ
ろ

11

＝
佐
世
保
玉
屋
文
化
ホ
ー
ル
　
会
費

＝
千
五
百
円
　
申
し
込
み
＝
　
月
１

11

～
　
日
に
佐
世
保
商
工
会
議
所
へ

30
冗
市
役
所
秘
書
課

冗
佐
世
保
商
工
会
議
所

緯
　
・
6
1
2
1

22
平
成
　
年
成
人
式
典

20

　
対
象
＝
昭
和
　
年
4
月
2
日
～
同

62

　
年
4
月
1
日
に
生
ま
れ
た
人
　
と

63き
＝
1
月
　
日
　
時
　
分
　
と
こ
ろ

13

13

30

＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
　
※
宇

久
地
区
は
1
月
2
日
、
宇
久
地
区
公

民
館
で
開
催
予
定
。

冗
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

全
国
物
価
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　
対
象
＝
一
定
の
方
法
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
事
業
所
　
調
査
内
容
＝
消
費

者
が
購
入
す
る
主
な
商
品
の
販
売
価

格
や
サ
ー
ビ
ス
料
金
な
ど
　
※
　
月
11

中
に
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
市
役
所
企
画
調
整
課

都
市
計
画
用
途
地
域
基
礎
調
査
を
実

施　
土
地
利
用
状
況
を
把
握
し
、
今
後

の
計
画
的
な
土
地
利
用
を
検
討
す
る

た
め
の
調
査
で
す
　
対
象
＝
市
街
化

区
域
内
の
工
業
系
用
途
地
域
　
調
査

期
間
＝
　
月
上
旬
～
来
年
3
月
中
旬

11

（
予
定
）　
調
査
方
法
＝
航
空
写
真
、

住
宅
地
図
、
家
屋
課
税
台
帳
、
土
地

課
税
台
帳
、
建
築
確
認
台
帳
な
ど
を

基
に
調
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て

現
地
調
査
を
実
施
し
ま
す
　
※
各
台

帳
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
市
個
人
情

報
保
護
条
例
に
基
づ
き
、
第
三
者
へ

遺
漏
が
な
い
よ
う
厳
正
に
管
理
し
ま

す
。　

冗
市
役
所
都
市
計
画
課

夜
間
漏
水
調
査
に
ご
協
力
を

　
水
道
管
の
漏
水
調
査
は
、
わ
ず
か

な
漏
水
音
を
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
、
車
両
の
通
行
量
や
水

道
の
使
用
が
一
日
で
最
も
少
な
い
深

夜
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
お
騒
が
せ

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

冗
水
道
局
給
水
課

緯
　
・
1
1
5
1

24

17
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権
　
同
和
問
題
　
わ
た
し
た
ち
は「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
に
生
き

る
権
利
」
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
偏
見
や
差
別
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
、

同
和
地
区
に
生
ま
れ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
い
わ
れ
の
な
い
差
別
を
受
け
て
い
る
人

が
い
ま
す
。
同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、
差
別
や
偏
見
の
な
い
社
会
を
築
い
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冗
市
役
所
人
権
啓
発
課

人権
シリーズ 次


